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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和2年5月28日(2020.5.28)

【公開番号】特開2018-189572(P2018-189572A)
【公開日】平成30年11月29日(2018.11.29)
【年通号数】公開・登録公報2018-046
【出願番号】特願2017-93752(P2017-93752)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/47     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  21/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   21/47     　　　Ｂ
   Ｇ０３Ｇ   21/00     ３７０　

【手続補正書】
【提出日】令和2年4月13日(2020.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの複数の光線を被照射面に導光する導光体と、
　前記被照射面からの光線を受光する撮像素子と、
　前記被照射面からの光線を前記撮像素子に集光する光学系とを備える判別装置であって
、
　前記被照射面に平行な第１の断面に投影されたとき、前記導光体から出射して前記被照
射面における第１の有効領域に入射する複数の第１の光線が互いになす角度は７°以下で
あり、
　前記複数の第１の光線の前記被照射面に対する入射角の平均値は７０°以上であること
を特徴とする判別装置。
【請求項２】
　前記撮像素子の出力に基づいて、前記被照射面に配置された物体を判別する判別部を備
えていることを特徴とする請求項１に記載の判別装置。
【請求項３】
　前記第１の断面に投影されたとき、前記導光体から出射して前記被照射面における第２
の有効領域に入射する複数の第２の光線が互いになす角度は、７°以下であることを特徴
とする請求項１または２に記載の判別装置。
【請求項４】
　前記第１の断面に投影されたとき、前記複数の第１の光線の前記被照射面に対する入射
角の平均値と前記複数の第２の光線の前記被照射面に対する入射角の平均値との差は、８
０°以上１１０°以下であることを特徴とする請求項３に記載の判別装置。
【請求項５】
　前記撮像素子は、前記被照射面に平行な第１の方向に配列された複数の光電変換素子を
含むことを特徴とする請求項３または４に記載の判別装置。
【請求項６】
　前記第１の断面に投影されたとき、前記複数の第１の光線の夫々の前記被照射面に対す
る入射方向と前記第１の方向とが互いになす角度の平均値は、３５°以上５５°以下であ
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ることを特徴とする請求項５に記載の判別装置。
【請求項７】
　前記第１の断面に投影されたとき、前記複数の第２の光線の夫々の前記被照射面に対す
る入射方向と前記第１の方向とが互いになす角度の平均値は、１２５°以上１４５°以下
であることを特徴とする請求項５または６に記載の判別装置。
【請求項８】
　前記導光体は、凹形状の反射面を含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項
に記載の判別装置。
【請求項９】
　前記反射面は、光線を全反射させることを特徴とする請求項８に記載の判別装置。
【請求項１０】
　前記反射面は、前記導光体における前記被照射面に最も近い光学面よりも前記光源の側
に配置されていることを特徴とする請求項８または９に記載の判別装置。
【請求項１１】
　前記導光体における前記被照射面に最も近い光学面は、平面であることを特徴とする請
求項１乃至１０のいずれか一項に記載の判別装置。
【請求項１２】
　前記反射面は、前記導光体における前記被照射面に最も近い光学面であることを特徴と
する請求項８または９に記載の判別装置。
【請求項１３】
　前記導光体は、光線を規制する光学面を含むことを特徴とする請求項１乃至１２のいず
れか一項に記載の判別装置。
【請求項１４】
　前記複数の第１の光線の夫々の前記被照射面に対する入射方向と前記被照射面の法線と
のなす角度の差は、６°以下であることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか一項に
記載の判別装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の判別装置と、感光面に静電潜像を形成する露
光装置と、前記静電潜像をトナー像として現像する現像器と、現像された前記トナー像を
被転写材に転写する転写器と、転写された前記トナー像を前記被転写材に定着させる定着
器とを備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１６】
　前記判別装置の判別結果に応じて、画像形成条件を設定する制御部を備えることを特徴
とする請求項１５に記載の画像形成装置。
【請求項１７】
　前記被転写材の前記トナー像が転写される表面は、前記第１の有効領域を含み、
　前記第１の断面に投影されたとき、前記複数の第１の光線の夫々の前記被照射面に対す
る入射方向と前記被転写材の搬送方向とが互いになす角度の平均値は、３５°以上５５°
以下であることを特徴とする請求項１５または１６に記載の画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明に係る判別装置は、光源からの複数の光線を被照射面に導光する導光体と、被照
射面からの光線を受光する撮像素子と、被照射面からの光線を撮像素子に集光する光学系
とを備える判別装置であって、被照射面に平行な第１の断面に投影されたとき、導光体か
ら出射して被照射面における第１の有効領域に入射する複数の第１の光線が互いになす角
度は７°以下であり、複数の第１の光線の被照射面に対する入射角の平均値は７０°以上
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であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　図１（ａ）及び（ｃ）に示されているように、光源５１から出射した複数の光線は、導
光体５２の入射面５２ａを通過し、反射面５２ｂによって反射され、左側曲面反射面５２
ｃ及び右側曲面反射面５２ｄそれぞれに入射する。
　そして、左側曲面反射面５２ｃ及び右側曲面反射面５２ｄそれぞれに入射した複数の光
線は、反射されることによって、それぞれの少なくとも一部が少なくとも記録材Ｐに平行
な第１の断面内において（第１の断面内に投影されたとき）互いに略平行になる。そして
、互いに略平行になった複数の光線は、出射面５２ｅから出射して、被照射面上に存在す
る記録材Ｐに照射される。
　なお、本実施形態に係る判別装置５０では、記録材Ｐへの複数の光線の各入射方向と記
録材Ｐの面法線との角度θの平均値を７５°程度の浅い角度とすることで、記録材Ｐの表
面の凹凸による陰影を強調し、記録材の種類の判別精度を向上させている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　また、本実施形態に係る判別装置５０が備える導光体４２では、被照射面へ入射する照
明光線の光路上における光学面として、光源側から被照射面側へ順に、入射面５２ａ、反
射面５２ｂ、左側曲面反射面５２ｃ又は右側曲面反射面５２ｄ、及び出射面５２ｅを備え
ている。
　従って、複数の入射光線を互いに略平行にする面（すなわち、左側曲面反射面５２ｃ及
び右側曲面反射面５２ｄ）は、導光体４２において被照射面に最も近い光学面よりも光源
５１の側、具体的には被照射面側から数えて２番目に設けられている。
　これにより、光源５１から離れた位置で複数の入射光線を互いに略平行にすることがで
き、照明範囲を広くすることができる。
　また、これに限られず、導光体４２において被照射面に最も近い光学面を、複数の入射
光線を互いに略平行にする面にしても構わない。
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